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政
令
第
七
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令

一
部
改
正

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
政
令
第
百
四
十
三
号

一
部
改
正

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日
政
令
第
三
百
七
十
六
号

一
部
改
正

平
成
十
六
年
三
月
二
十
四
日
政
令
第
五
十
九
号

一
部
改
正

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
政
令
第
百
七
号

一
部
改
正

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日
政
令
第
百
七
十
号

一
部
改
正

平
成
十
六
年
九
月
二
十
九
日
政
令
第
二
百
八
十
九
号

一
部
改
正

平
成
十
六
年
十
二
月
十
五
日
政
令
第
三
百
九
十
九
号

一
部
改
正

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
二
日
政
令
第
四
百
七
号

一
部
改
正

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
政
令
第
百
五
号

一
部
改
正

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日
政
令
第
二
百
六
十
二
号

一
部
改
正

平
成
十
七
年
九
月
九
日
政
令
第
二
百
九
十
二
号
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一
部
改
正

平
成
十
八
年
五
月
八
日
政
令
第
百
九
十
三
号

一
部
改
正

平
成
十
八
年
六
月
二
十
一
日
政
令
第
二
百
二
十
号

内
閣
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
、
第
四
条
第
九
項
及
び
第
十
項
、

第
十
七
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
並
び
に
別
表
第
十
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
係
る
委
託
事
務
）

第
一
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
第
十
号
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
事
務
と
す
る
。

一

収
容
の
開
始
に
際
し
て
行
う
被
収
容
者
の
指
静
脈
の
情
報
（
個
人
の
識
別
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
子
計
算
機
の
用
に

供
す
る
た
め
の
指
静
脈
の
画
像
情
報
を
い
う
。
）
の
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ

っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
る
採
取
の
実
施

二

受
刑
者
の
改
善
指
導
又
は
教
科
指
導
に
関
す
る
講
習
、
講
話
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
務
の
実
施

（
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
等
の
特
例
に
係
る
公
的
医
療
機
関
開
設
者
等
）

第
二
条

法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
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一

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
及
び
同
条

第
六
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

二

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
、
地
方
独
立
行
政

法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
及
び
私
立
学
校
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人

三

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人

四

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

（
学
校
教
育
法
の
特
例
に
係
る
学
校
教
育
法
施
行
令
等
の
読
替
え
）

第
三
条

法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
会
社
に
関
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
政
令
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る

。学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二

第
二
十
七
条
の

都
道
府
県
知
事

都
道
府
県
知
事
（
学
校
設
置
会
社
（
構
造
改
革
特
別

十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）

二
第
一
項

区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
十
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二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
会
社
を
い
う
。

第
三
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
（
第
三
十
一
条
に

お
い
て
「
認
定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
の
長

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
三
十
一
条

都
道
府
県
の
知

都
道
府
県
の
知
事
（
学
校
設
置
会
社
の
設
置
し
て
い

事

た
も
の
に
つ
い
て
は
認
定
地
方
公
共
団
体
の
長
）

学
校
給
食
法
施
行
令
（
昭
和
二

第
一
条

都
道
府
県
知
事

都
道
府
県
知
事
（
学
校
設
置
会
社
（
構
造
改
革
特
別

十
九
年
政
令
第
二
百
十
二
号
）

区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
十

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
会
社
を
い
う
。

）
の
設
置
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
の
長
）
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義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図

第
一
条
第
一
項

理
事
長

理
事
長
又
は
学
校
設
置
会
社
（
構
造
改
革
特
別
区
域

書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律

法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
十
二
条

施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令

第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
会
社
を
い
う
。
附
則

第
十
四
号
）

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
表
取
締
役
若
し
く

は
代
表
執
行
役

附
則
第
二
項

学
校
法
人
で
な

学
校
法
人
又
は
学
校
設
置
会
社
で
な
い
者

い
者

第
四
条

法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
非
営
利
法
人
に
関
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
政
令
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句

と
す
る
。

学
校
教
育
法
施
行
令

第
二
十
七
条
の

都
道
府
県
知
事

都
道
府
県
知
事
（
学
校
設
置
非
営
利
法
人
（
構
造
改

二
第
一
項

革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号

）
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
非
営
利
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法
人
を
い
う
。
第
三
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

設
置
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
（

第
三
十
一
条
に
お
い
て
「
認
定
地
方
公
共
団
体
」
と

い
う
。
）
の
長
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
三
十
一
条

都
道
府
県
の
知

都
道
府
県
の
知
事
（
学
校
設
置
非
営
利
法
人
の
設
置

事

し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
認
定
地
方
公
共
団
体
の

長
）

学
校
給
食
法
施
行
令

第
一
条

都
道
府
県
知
事

都
道
府
県
知
事
（
学
校
設
置
非
営
利
法
人
（
構
造
改

革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九

号
）
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
非
営

利
法
人
を
い
う
。
）
の
設
置
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
地
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方
公
共
団
体
の
長
）

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図

第
一
条
第
一
項

理
事
長

理
事
長
又
は
学
校
設
置
非
営
利
法
人
（
構
造
改
革
特

書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律

別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第

施
行
令

十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
非
営
利
法
人

を
い
う
。
附
則
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
表

権
を
有
す
る
理
事

附
則
第
二
項

学
校
法
人
で
な

学
校
法
人
又
は
学
校
設
置
非
営
利
法
人
で
な
い
者

い
者

（
私
立
学
校
法
の
特
例
に
係
る
公
私
協
力
学
校
に
関
す
る
学
校
教
育
法
施
行
令
の
読
替
え
）

第
五
条

法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
私
協
力
学
校
に
係
る
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
協
力
地
方
公
共
団
体
の
長
が
都

道
府
県
知
事
で
な
い
場
合
に
お
け
る
学
校
教
育
法
施
行
令
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
私
立
の
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
公
私
協
力
学
校
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
私
協
力
学
校
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
学
校
（
大
学
及
び
高
等
専
門
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学
校
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
公
私
協
力
学
校
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
に
」
と
あ
る
の
は
「
、
協
力
地
方
公
共
団
体

（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
協
力
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
を
経
由
し
て
、
都
道
府

県
知
事
に
」
と
、
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協
力
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
当
該

届
出
に
係
る
事
項
に
関
し
意
見
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
意
見
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
す
る
。

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
特
例
）

第
六
条

市
町
村
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
あ
る
地
中
空
間
（
地
中
に
あ
る
空
間
を
い
い
、
当
該
空
間
の

周
辺
の
土
地
が
、
自
重
、
水
圧
及
び
土
圧
並
び
に
地
震
等
に
よ
る
振
動
及
び
衝
撃
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
別
表
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
し
て
溶
融
一
般

廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
廃

棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の
う
ち
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
溶
融

加
工
し
た
も
の
を
い
う
。
別
表
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
埋
立
処
分
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
生
活
環
境
の
保
全
上
支

障
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
認
め
て
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
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の
日
以
後
は
、
当
該
市
町
村
又
は
当
該
市
町
村
の
長
か
ら
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
第
六
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
三
条
第
三
号
イ

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

(1)

、
当
該
埋
立
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
業
）

第
七
条

法
別
表
第
二
十
七
号
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
別
表
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
政
令
第
百
四
十
三
号
）
（
抄
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
・
二

（
略
）

附

則
（
平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日
政
令
第
三
百
七
十
六
号
）
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こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
六
年
三
月
二
十
四
日
政
令
第
五
十
九
号
）
（
抄
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
政
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条

第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
政
令
第
百
七
号
）
（
抄
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
（
略
）

附

則
（
平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日
政
令
第
百
七
十
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
六
年
九
月
二
十
九
日
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
六
年
十
二
月
十
五
日
政
令
第
三
百
九
十
九
号
）
（
抄
）
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
景
観
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
二
日
政
令
第
四
百
七
号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
政
令
第
百
五
号
）
（
抄
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日
政
令
第
二
百
六
十
二
号
）
（
抄
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
九
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
七
年
九
月
九
日
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
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こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
八
年
五
月
八
日
政
令
第
百
九
十
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

附

則
（
平
成
十
八
年
六
月
二
十
一
日
政
令
第
二
百
二
十
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
七
条
関
係
）

番

号

事

業

の

名

称

関

係

条

項

一

第
六
条

地
中
空
間
を
利
用
し
た
溶
融
一
般
廃
棄
物
埋
立
処
分
事
業


